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「いしかりデジタル・スタンプラリー」参加店の募集について 

 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素から、当団体の事業運営に対しま

して、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます 

 さて、このたび、地域経済活性化等のために表記のデジタル・スタンプラリーを実施するこ

とといたしました。 

 つきましては、本事業への参加店を募集しますので、別紙実施要領をご確認のうえ、多数

ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

記 

【いしかりデジタル・スタンプラリーの概要】 

実施期間   令和７年１月１５日(水)～令和７年２月２８日(金) 

参加対象   石狩商工会議所及び石狩北商工会の会員で当事業への参加を希望する会

員とします。ただし、大型店を除きます。 

事業内容   参加店で５００円（税込）以上のお買い物等をされたお客様に、スマートフォン

で QRコードを読み込んでもらい、スタンプを入手していただきます。スタンプ３

個以上で市内の特産品等が当たる抽選に応募でき、当選者には後日事務局

から景品を送付します。 

参 加 料   無 料 

周知方法   折込チラシ、会議所ＨＰ、スポット企画広告ほか 

 

 

 

  



「いしかりデジタル・スタンプラリー」 実施要領 

 
１． 目  的 

石狩商工会議所及び石狩北商工会会員事業所の新規顧客獲得や既存客の再来店

を促し、企業の収益向上や経営の安定に資し、もって地域経済の活性化に貢献する

事業として実施します。 

２． 参加対象店 

石狩商工会議所及び石狩北商工会の会員で当事業への参加を希望する会員を対

象とし、大型店を除きます。 

３． 実施期間  

令和７年１月１５日（水）～令和７年２月２８日（金） 

４． 実施方法 
① デジタル・スタンプラリーに参加する消費者（参加者）は、上記２に規定する参加店で

５００円（税込）以上の買い物又はサービスを利用した際に、スマートフォンで店舗に

設置されたＱＲコード（印刷された紙は後日事務局から送付）を読み取ることでスタン

プを獲得します。 

② 参加者は、スタンプを規定数（３個以上）獲得したら、プレゼントに応募することができ

ます。 

５． 告知方法 

折込チラシ、会議所ＨＰ、スポット企画広告ほか 

６． 参加申込み 

参加申込書に必要事項を記入のうえ、下記期日までにお申込みください。 

右の QR コードから申し込まれると便利です。 

なお、デジタル・スタンプラリーでは、地図上に、店舗位置を 

画像付きで表示するため、「店舗外観写真（デジタル画像）」 

が必須です。画像データは、「幅 750px、高さ 480px以上」、 

「縦横比 25：16」、「1MBまで（JPEGか PNG）」にしてお送り 

ください。 

参加申込締切日：令和６年１２月１０日（火） 

７． 申込み・問合せ先 

石狩商工会議所 経営支援課  担当：中嶋・和田・谷口 

ＴＥＬ：0133-72-2111   ＦＡＸ：0133-72-2577 

Ｅメール：keieishien@ishikari-cci.or.jp 

 

【申込フォーム】 

 


